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　此處 に酒造 とは 日本酒醸造を指 して云 ふ の であ つ て 。 徒然に酒造の過去を顧み る時 、 共の進歩の

遲 々 た る事今更仰天ぜ ざ るを得 ない 。 勿論斯 く申す筆者 も酒造に携 つ て 10餘年道草を喰つ て來た
一

入 で赤面の外 な い が 、 最近つ くづ く我 が 日本酒醸造の進歩 の後を顧み て 、 如何 に他 工業の著 し き發

逹 に比 して 、 其の技術 的方面か らも亦經營の方 面か らも・ 或 は工場管理の方面か ら見て も、 業者 と

して 又披術者 として も一應考へ 見 な ほす 必要を痛感 しtcもの であ る 。

　全國重要産業の一
つ であ る酒造業、又國税の 最重要の地位を占めて 居 る酒造業で あ り、 全國各地

の 監督局及 び府縣技術官叉は大藏 省直轄の醸造試驗所 、 或は專門學校叉は大學の學者 、 或 は民聞枝

術者等共の指導的立 場に あ る 多數の學者技術者 に依つ て 研究發表 された。 酒造に關す る足跡は 、 良

く品評會等で偉大 な る進 歩とか發逑 とか賞み されて 居る けれ ど も、扮て 之 を數 へ 擧けて 後世に殘 る

べ き酒界 に權威あ る發見 夂は功勞あ る指導者は 5指 を屈す る程 しか ない ではない か 。

　　　　　　　1．酒造界の 蒸發殘査

　從來研究 發表されナこ事項は或は書物に雜誌 に或 は報告書等到 底數へ 切 れる もの で無い が、實際酒

昌
造に應用 されて實績を舉げて 居る ものは、即ち是等多 くの研究 事項 の殆ん ど全 部は蒸發 されて仕舞

つ て 、殘 つ た所謂蒸發殘 査は大體次の數件 に留るの みで ある o

1．酸類の 應用

2．酒造の 根本完全 な蒸米

3．櫂で潰すな麹で溶 せ

4．酵母の生 理的研究

5．重量法の 提唱

6．原 エ キ ス

7。エ キ ス 簡易換算法

江田鎌治郎氏

中村政五郎氏

鹿 又　 親氏

齋藤　賢道氏

花岡　正庸氏

鹿 又 　 親 氏

稻垣 　直文氏

強 い て列舉 して見て も實際 こ ん な もの では ない か 。

鹿 又　 親氏

　上述中特に 江田鎌治郎氏の酸類の酒造に應用の實際價値は恐 らく永久不變の 偉大 な る功績 と云 は

ねば なるまい 。

　叉中村政五郎氏 と鹿叉親氏に よつ て唱導されナこ完全 な蒸米の着眼、而して櫂 で潰すな麹 で灣せ の

着想は前者の江 田鑼治郎氏の酸類の 應用 と相 俟つ て 酒造 界か ら腐造 を
一掃 した

一大 原 因で あ る事は

何人 も異存なか る べ く我が酒造界に 稗盆す る事甚 大なる ものがあ る 。

　夊企割 統一方面に於て は花 岡氏の白米重量拂出 しの提唱 と鹿夂氏の原 ヱ キ ス の提唱で近 き將來 に

於て必す全 國的に探用 され る もの と筆者は確信す る もの で 、 現在に於て も重量拂出 しと原 エ キ ス は
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既に大方綵用 されて 居 る もの で これ夊酒界 の蒸發殘 査であ る。

　」叉齋藤愽 士 に依つ て發表 され ナこ酵母の生理的研究は現に密閉醸酵が 日本酒醸造 に於 て も實際應用

されて居 る事で鹿又氏の櫂 で潰すな麹で溶せ と相俟つ て筆者等 も柑當な成績 を擧けて 居る。

　叉稻垣 氏の エ キ ス 簡易算出法は工業分析上非常な便盒を吾人が既に得て 居る事で愍謝に堪へ ない

　其の他 炭素 の利 用 、 或 は竪式精米機の發明 、 叉 冷藏設備、ホ ー ロ ータ ン ク 等發明者は闖接な方 々

で は あるが我 が酒界に は 將來共 に稗盆する 功勞者で あ る と信する もの で筆者は之等の 方 々 に對 し誌

上 か ら満腟の敬意を表する もの で あ亀 。

　筆者は こ の誌上 を借 りて 醸友會の理事者に 一言 し度い 、 即 ち墨士院に學士院賞があ る如 く我が醸

衣會 に於て も斯 くのkil　9 功勞者 に對 して 醸友會賞を呈 する事は最 も意義あ る事ではなか らうか 。 是

非共 至急 具艦案を御研究願 ひ度 き次第で ある。

2．酒造の 指導的精祚

　咋年末醸造協會雜誌に先輩小穴冨司雄氏 の寄璃

　　　　審査員 として 見た る品評會酒

を拜見 し、 又本年 2 月醸造學誌 に發表された鹿叉親氏の

　　　　官能的審査法の眞柑 と科學的審査法の重要性

と題す る名諡 を拜讀 し、更に本年 3 月同 じ く醸造學雜 誌に於 ける 小穴富司雄氏の

　　　　酒類品評會に就て 所信を再説す

と題 する御辯 明を拜誦し、S4　4 月號に於て 橋爪陽氏 の

　　　　品 評會酒 に就て

を拜讀 して 、 論語爲政篇の學而不思則罔 、 思而不學則殆 を思ひ起 し 、 不省前記 3氏 か ら學んだか ら

全 渾に逹 する迄 とは行か な い が大 い に考 へ させ られt 。

　筆 者は酒界の槽威者然も大藏省醸造試驗所 の技師で全國酒造界の指導者である公 人の 小学
『
氏 、筆

者の 同窓で先輩 であ る小穴氏の例 の必勝圭義には誠に失 禮千萬では あるが賛成す る事が出來ない 。

　　　　品評會は戰で ある。 戰雫で ある 以上 ど うして も勝たねばな らぬ 。 この どうして も勝つ と云

　　　　ふ 主義を敢 て必勝主義 と名を つ け る 。 敵 が 自分の皮を切 つ た ら、我 は敵の 骨を碎か ねぱな

　　　　らぬ 。 敵が己の骨 を碎 い ナこな らば 、自分 は敵の 首を落 して終 はねば ならぬ 。

　　　　同樣に 敵が 5割減の精 白で來ナこ なら我 は 7割減で應す るが良 い 。 敵 が炭素を 300 匁使つ た

　　　　な らば 自分 は400匁使用するが良 い 。

　　　　これ だけの覺悟が 無 くては到 底優者に な り得な い と信ん す る 。

と信念を披瀝 され て 居る 。 而 もこれが我 が酒界を指導す る醸造試驗所の技師であ り公人で ある人の

公 言で あ る とする ならば、 a ク ラ韻員 目に見て も全 く沙汰の限 りで ある 。

　又小穴氏は 、醸技は糾啌 で ある 、 與へ られた權能を十 二 分に發揮 して吟醸の最高峰に逹 する の に
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　　　　何 の 異議 も無い 筈で ある 。

　叉　　實施指導に出か け るの に戰爭 に行 く心持 で出か ける 。

と申さ れた が 、 醸技は 憩聖 で ある の と考 へ 合 せ て こ N に矛盾がな いだ らふ か 、筆者は 決 して揚足を

取 るの で な い が其の精神 を疑ふ もの で あ り 、 小穴氏の言で あれば こ そ其 の反響の 大 な る を恐 れ る も

のである 。 其の誤解さk る事を先輩の ナこめ に惜む もの であ る。

’
集者が こ 玉 迄書い た時 に、日本醸造協倉雜誌に 於 け る 、酒界の權威者黒野勘六 氏の醸造畔論を拜

讀 し御高設一
々 御尤 と考 へ た 。

　然 しなが ら黒 野氏の 如 き高潔な按術者學者の みで あれ ば問題 でな い が 。 而 して 夂品評會の 優良 酒

は衛生 と嗜好の妙 味を競 ふ もの であつ て 、敢 て未だ經濟的考 慮を拂ふ 餘地 な き事は 品評會の性質上

當然の事に 屬す と申されて居 るが、然 し黒野傅士 も亦數年前 よ り現在の 審査法の 如 く官能的 のみ に

依 る事は最 早時代遲れの感があ る か ら之 に 幾分科墨的審査をjE當的に織 り込む べ きで ある と提案さ

れ た と申し述べ て 居る 。

　大體品評會の 目的は 、小穴氏は、酒造技 術の競瞬だ と云 ひ、黒野氏 は、成 品の改善向、ヒを計る に

は 、 品評會 と云ふ 形式が最 も適當である と考 へ られて 居る樣で 、然 しなが ら、 全國酒類品 評魯毎 に

斯界の權威ある經驗者及常業者か ら成 る多數の評議員に對 して改苒案に就て諮問して 居る と述 べ ら

21、 何等 か改善の良法はない か と御苦心 の樣拜承す る 。

　 夊審査の根本的改革は事頗る重大問題 であつ て其の結果の 如何は 、 釀 造の 操作及酒質 ．惹 い て は

税收入等迄 大影響を及ぼす事が な い とも限 らない か ら冷靜 公
フ

トに 愼重審議 を して 萬全 を期せね ばな

らな い と思ふ と、大 藏省の 官吏らし く全 く愼重 な る態度に敬意 を表す る 。

　 筆者 も亦黒 野傅 士 と同樣 、昨年迄の品 評龠 も從來の酒造改善王 大含な聞接的の効果を もた らしナこ

と確認 す る もの で あるが 、 小穴氏の如 き 、 酒界の權威者で あ り 、 酒界の 指導者で あ り 、 公 人である

國家の官吏で ある人 か ら 、 必 勝圭義者 、 戰爭論者が出て 來 た以 上 少な く とも改善 を至急に要す る必

要を痛感す る もので ある。

　 小穴氏 の云 ふ 如 く晶評愈が戰 爭で あ る な らば 、 歐洲大戰の際獨逸が 「必要の 前に は法律 な し」 と

云 つ たが 、 我が晶評會 も戰爭な らば同 じ事に な る ので ある 。 現に 品評會酒の 加 工 に關 して は技衛官

又審査官 であ る人 が其の酒 に依つ て暗に 夊は公然 と枸 驢酸 夊は葡萄糖或は無水酒精、エ ツ セ ン ス 等

の加 工 を實際に指導 した確證を握つ て 居る 。 戰爭で ある な らば、これ も亦 「必要の前に法 律な し」

と云 ふ 所 以 ではな い か 。

　 され どこ の 非常時 に於 ける 「モ ツ トー」 をば卒生 の經濟生活に應用 されて は經濟 生活共の 物 を破

壊す る結果に なる か ら自殺 的行 爲で あ り、生 活意志の否定では な い か 。

　 支那人は經濟生活に封 しては頗 る合理的な モ ツ トーを有 つ て 居る 。 賣買雙潤 とあ る 。 夂悠也久 也 、

利莫大於焉 とあ る 。 日 本入 に は こ の 悠也久也利之 よ り大 な る は無 し と云 ふ 言菓は 日本人の 中に は藥

に した くもない 様で あるo
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　指導的立場 に ある公 人 と して の小穴氏の必勝主義は 日本入 には極 めて誤解 され 易い 、 公 人 として

の言 として は誠に危い 哉で ある。

　扨て 閑話休題

　我が在來 日本酒 の動向は從來の 如 く成行 きに任せ す、成品の改善向上 を計 るの に對 して 、

一つ の

指針を定め k’必要 を痛感する 。 品評會を戰爭 と間逹 へ て 劍戟 ゴ ツ コ にす る事は大 い に識 者は愼まね

ば ならない 、 今の 中に確固た る指導的精紳を扶殖 し、國交斷絶前 に李和工作を講す る必要があ る 。

言隹か廣田外相ナニ るや o

　内閣 も政黨は浸落 して 擧國
一致超然内閣が出現 して 居る 。 我が酒造界 も將 に非常時であ る 、 醸界

一致感情 を捨て L 醸界百年の 大計を樹て な くて は な らない 。 醸造 試驗所 派、東京監督 局派乃至は大

阪監督局派等感情 に立脚 しナニ論爭を打 ち切つ て 眞に酒造界の 改革に意 を用ひ る事 こそ急務であ る。

　筆者は醸界の過 去を顧み て醸造技術者の 指導的立 場 、指導的精紳を大別 して 次の二 つ に大別する

事が出三來る と思ふ o 即 ち

　　　　1．ユ0餘年前乃ち大 正 10年前は腐造救濟時 代

　　　　 2．大正 10年以後は 品質の 向上改善時代

大 別 して以 上の 二 つ の時代があつ ナこ と考 へ る 。

　鹿夂氏の吟醸の經濟化は餘程以前 に提唱 されたが畔機爾 早の感があつ ナこ。 然 しなが ら今後に於て

は吟醸の經濟化 も亦必要事 に屬す る事 では なか らふ か 、 小穴氏の必 勝主義で 行 く と結局御互に馬鹿

ぴた競爭 、 戰爭をす る事になる道草を喰ふ 事を止め樣 、 大人氣な い か ら。

　人 生 は經濟 な り

　 感情は 水の如 く燃 へ る理性は氷の 如 く冷ナニい 、 感情の み に支配 され る人は
一時に灼熱す るが永續

きが しな い 。 理性を根底 と して 考 察 し上 け、研究 し上 ぴ 、捏 つ ち上 け て 、そ れ が感情 として凝結す

れ嫉始めて 白熱す る。 永續がする 、 理想 ともな り、信仰 と もな り、

一一時 に成功 しないで も百年其の

目的を逹せ ねば止まぬ 事になる 。 日本人 は專 ら感情に生 きる人 間で 、生 きる事に對 する敢爲な態度

がな い 。 生 きる には淌極的に も積極的に も經濟的に生 きねば ならない 事は 自明め理であ る。 共の經

濟的 と云 ふ は 、 金 錢を經濟的に淌費す るの謂の みでは な い o 肉體 も精祠iも物質 も皆經濟的に取扱は

ね ばな らない と云 ふ 意 味で ある。 卒常我 々 の工業の發逹 を期するのに一
々 戰爭に行 く考 へ で、身體

も精紳 も物質 も犠牲 に供 して はた まらな い o　　　　　　　　　　　　　　　　　
一

　酒造 は 工業で ある 、清酒は勿論嗜好 品で あ るが我 々 は よ り以上酒造を工業化す る事が酒造業の 將

來 に於て 最必要事で は な い か 。 酒造の核術 も亦工 業技術 でな くては な らな い 。

　．今後の酒造技術者は宜 し く工業酒造 として酒造 業の躍進を促す事が必要で 、これ が又酒造界の 指

導的精帥 と化 さね ばならな くな い t らうか 、 感情 に捉 らはれ k 討論 を排 して 、 大藏省の技術官 も學

者 も凡ての 國家の醸界の官吏 、而 して民 間技術者打つ て一丸 とな り一つ の最高指導精神を速 に決定

して酒造業の よ り良 き發展を直接に誘致す る事を望ん で止 まな い 。
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　机上の犠論 と云 ふ が 、權威ある言語をば ，原動力 とな し規矩準繩 と して 、 それが現はれ て行爲 と

爲つ て始めて 本末あ り、始終 あ り、組織 あ り、 且つ 眞の意味に 於て實行 可能 とな る の であ る 。

　今や 我 々 日本人には權威あ る言語な く 、 生活原理を把握 しないで行爲 し仕事を レて 居 るo 其の行

爲仕事が滅茶苦茶で 、 そ うして行爲 し仕事をす る毎に 各 々 滅茶苦茶に爲 り行 く嫌がある 。

　我 が酒造界 に は特 に ス テー ツ マ ン シ ツ プ即 ち經 國の學が無 く從つ て經國の術がない げ經國の學が

即 ち生 活の原理 、 生 活の 理想を把握する の學で ある。 此の學があつ て始め て經國の 術が あ る。 經 國

の術即 ち仕事であ り行爲で ある Q そ して 此 の仕事行 爲に して 初 め て 本末あ り 、 終始あ り、 組織あり

統一あ り、 換言すれ ば 一に 歸著す る所がある の である 。 然 る に 我が酒界に於て は失禮だ が未ナごに横

威あ る言語を發す る もの な く、 野に呼べ る豫言者 もな い 。 強 い て舉げ るな らば鹿又親氏を推 しt い 。

3．品鮃會審査法 の 改善

　品評會酒に就て橋爪氏の 論文は誠 に穿 つ て 居る 。 實際 問題 として今 口 の 品評會酒 の墮落振 りは言

語 に絶する もの が あり、 混成酒の 品評會の 如き感なきや 。

　黒野傅士 も亦

　　　　出 品の審査に際 して は官能審査に於て も少 しく加工 の疑あ る ものは寄査員の 心證を害 して

　　　　か必す悪い探黙を附せ らる 玉樣見受 くる 。 夊科學的分析に於 て も異物の 混 入等努 めて 之 を

　　　　檢出排撃す る樣 に して 居 る か ら 、 以 前は 兎に角其の疑をか け らる S 物は極め て稀有 となつ

　　　　て來ナこ

と事實加 工 品の ある事を認 めて 居る 。

　出 品の 審査 に際 しては官能審査 に 於 て も少し く加工の疑ある もの は審査員の心證を害 して か必す

悪 い 綵黙を附せ らる S樣見受 る とある如 く、 橋爪 氏ではな いが審査員は矯味附香 を看破せ ぬ こ とを

以 て 自分の估劵 に係は る もの と考 へ る結果 、少 しで も香氣の高い もの は着香 で もせ る僞造 品と見做

して潜か に劣等 評黙を附す る傾がある と述 べ て 居 るが これ夊事實 らしい 。

　斯 く考 へ 來 る時は結局審査員の所に出 品に際 して は東北 か らで も、 九州か らで も一
々 醸造試驗所

あた りの 審査員に下檢査 をして もらつ てか ら出 品せね ば 、優賞する こ とが出來無 くな りはせ ぬ か 。

　又事實昨年の 品評會の出品前は 、 各審査員は下檢査で御多 忙で あつ た rB拜承 して 居る。

　斯 くの 如き結果を 生 じた るは全 く餘 りに も必勝主義者が多い 事 と、 指導者た る もの が餘 りに も競

爭心 を煽 つ た結果で 、 今 日 では各税務署の官吏 さ へ 品評會酒に對 する加工 を默認 して 居る始末で 自

分の管 内か ら優等酒 を出す事を 自分 等の名譽 と心 得て 居 る事は誠に當然の事で はあ るが 、 稍 これ ら

の 官吏 も亦小穴氏の必勝圭義に 入會 して 「必要の 前に法律 な し」 を遺憾無 く徹底 しナこ結果ではある

まい か 。 必勝主義の綱の 大な る事斯の如 しで ある 。

　斯 くの 如き現況で あるか ら、黒野氏 も云は れて 居る様 、 何ん とか改善せ ねば な らない こ とは 恐 ら
’

く全 國業者の均 しく認 め る所であ る こ と N 思考する。
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　鹿又親氏の科學的審査法 も恐 らく 、 何ん とか改善せ ねば な らない 。 と御 考察の結果案出 され t 、

同氏の云 つ た如 く未完成では あるが一つ の 具體案を逸早 く提案 され 、 具眼者の 是れに對 す る是正 を

天下に問ふ た ものであ つ て 、 氏 自らも満全な りとは考 へ て 居 らぬ 事 と思ふ 。 勿論筆者 も同氏の科學

的審査法に直ちに賛意を表す る もの ではないが 、 然 しなが ら快なる哉の 感を有 して 居 る。

　扨 て 日本酒品 評會を現在の 状態に 於て 行 ふ な らば 、 叉假 へ 科學的審査法 と感能的審査 法を加 味し

て 行ふ 場合 で も先づ橋爪氏の云 はれ る如 く 、

　　　　出品規定の 嚴守 、 出品紀綱の 肅正

を計 り規則逹犯や 法律無覗の 出品を芟除す る様根本的革新を急務 とす る 。

　勿論斯 くの如 き事は業者の 自覺 に依 るべ き事 では あるが 、 日本人は自分の御腹の虫の驅除 さ ・ V 法

律 を以て定 めねばや らない 國民 であ る か ら 、 業者の 自覺 に待つ と云 ふ 事は到底不可能であ る。

　經費はか S る か も知れな い が 、 全 國的に 出品探取立會官吏を直接監督局あた りで任命す る必要が

あ る と思 ふ 。

　同時に必勝主義を提唱する事を危險 思想者 として取締つ ては どふ か 、 先づ現況に於て 品評會をす

るな らば 斯 く迄徹底 しナこ考 へ で無 くて は不 可能では無か らふか 、 夊斯 くして も未だ完全な る徹底は

不可能事 と考 へ られ るか も知れ な い 。

　筆者は更 に徹 底して税法の 徹底的改 革を断行 して 混成酒 と在來清酒の 限界を撤廢 して加工 を公然

と認 めナこ酒造業に迄徹底する事が寧ろ手取 り早 く無い か と思考す る一人である 。

4． 工 業 的 審 査 法

　筆者は上述の如 く混 成 日本酒 と在來 日本酒 との限界を撒廢 して こ S に新t に全國の 酒造業者を新

日本酒業に轉向せ しめて 品評會を施行 し＃ らと考 へ τ 居 る
一人で あるが 、 假 りに現在の儘 に於て前

述の逋り

　　　　団晶規定の嚴守 、 出品紀綱の肅正

が出來た と假定 して 品評會の改善案を提唱す る ならば 、 從來の 審査法を工 業的審査法 に咬正 しては

どうか と、思」ふ o

　酒造業は勿論工業に臈する もの で 、 將來更に 工 業化 さるべ きもの と考 へ る 。 酒造技術 も亦工 業技

術でな くてはな らない 。

　品静會は小穴氏の言を借 りて 云ふ な らば、技術の競爭 である 。 然 しなが ら工 業技術の競 爭で な く

て は な らな い 。

　清酒は複雑な成分で 然も嗜好晶で あ る か ら、 味の素や砂糖の 如 く夊藥局法の 如 く一定の規格 に依

つ ての み審査する事は稍爾早の 感無 きに しもあ らすであ る。

　品評會の 眞の 目的を清酒工 業技術の改善發逹 と成 品の改善發逑 に期せ しめ て 考 へ る時は 、清酒其

の 物が嗜好 品で あ る關係上 、や は り從來の官能的審査に更 に科學的審査を加味 した s 即 ち筆者の 云

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Society for Bioscience and Bioengineering, Japan

NII-Electronic Library Service

The 　Soolety 　for 　Blosolenoe 　and 　Bloenglneerlng 厂　Japan

418 （原） 酒　 逍　 雑　 感

ふ 工業的審査法に改めるな らば勿論 、 満全を期す事は 出來 まい が 、

一部の改良 とな il　、且 つ 正 當に

酒造の改善發逹 に資 する事が出來 る もの と信す る 。

　其れには何ふ して も仕込配合を花岡氏の 重量法に先づ改善する必要がある 。

　而 して
一
定の 原料米か ら、それ こそ技術 の蘊蓄 を極 めて小穴氏の 非凡に して 圓滿なる清酒を出來

得 る限 り多量に得 る競技をせ しめ ん とす る もの で ある 。

　高度精 白米か らは必 らす優良 酒が多量に得 られ 、 粗 白米は粕 を多 く出さねば ならない か ら優良酒

を多量 に得 られない 譯で 、こ N に初 めて吟醸の經濟化 も賢現 する譯で あ り、 初 めて 工業化 す る事が

出來 るのでは な い か 。

即ち鹿又氏の 科學的審査法の 原 エ キ ス に 更 tこ垂歩合を乘 じて 眞の原 エ キ ス 化 を計るわ けで あるo

　又斯 くする事は一方に於て優良酒 を多量に生産する事に な り國民衛生 上か ら も、 亦肉垂歩合 が多

くな る事は大 藏省で獎勵する事 で もあるか ら、 技術官も亦忠實なる官吏 とな り得 る譯 であ る。

　工業的審査の詳細に渉 つ て は何れ稿をあらた め て 詳述す る事にす る 。

5．洒造税法の 改正

　　　　 附、 混 成 日本酒 E在來清酒税の 限界撤廢

　 我 が酒造税法 も明 治の 中期 に制定 されて か ら、 業界の進 歩が遲 々 た りとは云 へ
、 何等改正 されて

居 らす、混成 目本酒が 出現 して か らは誠に 不合理 千萬な税法 と成 つ て仕舞ひ 、到 る處 に無實の犯罪

を構成 せ しめて居 る事 は業者の 全 く逍憾 とす る所 である。

　 大體在來の 清酒 も混成 日本酒 も何れ も口か ら腹に入る もので 、 公 然 と致 醉飮料 として世の中に販

，賣 されて 居る もの で あ る 。

　 而し て 清酒 も税を支拂つ て居 り混成 日 本酒 も亦税を支拂 つ て ある もの で あ りなが ら、 お腹の 中で

は
一緒にな る ものが 、之 を販賣者が混和す る と税法違反に 問は れて更 に混成酒 と して の税を課せ ら

れ るのみ な らす 、 實 に 5倍 と云 ふ 罰金刑に處せ られるが郊 き、夊不論罪で 、 其の故意なる とな らざ

る とを問はす 、上記 の如き税法上 の處罰を受 くる事は實に不合理千萬で ある。

　然 も最近の混成酒 は其 の化學進歩の著しき もの があつ て 、 全 く從來の 清酒 と識別 し得 ざる の みな

らす 、 販賣入 は時に「レ ツ テ ル 」を取 り替 へ て普通清酒 として販費されて 居る もの 多 く、 これが爲に

非常な氣 の毒の 犯罪者を見受け るの で ある 。

　大體上述の 如 き不 合理 な税法は 勿論 、從來の 清酒を保護す る見地 よ り制定 された もの で あ ら うが

偉大 なる化學の進歩は天然絹絲に對 して 人造絹絲があ る如 く、 人 造清酒は現在に於て は 、 天然清酒

乏 何等遜 色な き迄の良 品を製出参る に到 り 、 其の税法 の規定の差逹の t めに、原 價が安 價に な り隨

つ て販費價格 も楕安 の ため に 一般市場 に最近著 しき進出 を見 、 市 場に於 ての販 賣方法を檢討す るに

從來の 清酒に 混和販賚 され て居る現 況で 、 眞に徹底的に嚴密なる檢擧をす るな らば．全 國小費業者

に して混成酒 と日本酒 と共に取扱つ て 居る販賣店の大半 は罪人 と化 し、叉破産 して しまふ で あ らふ Q
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　最近混成酒は壜詰 として販賣せ しめ る とか 、又は樽に は必す燒印を押 さ しある とか、大 藏省に於

て も上述の 事賢に徴 して考慮を拂つ て 居る事は事實 であ るが、右の 如き姑息の手殺 を以 て しては到

底此 の 潮流を防止す る事は不可能であ り、 盆 々 犯罪者を續出せ しめ る結果 と成 るであ らふ 。

　特に折角 こ L 迄進歩 しナこ混成酒を從來の 清酒を保護する見 地 か ら又犯罪防止 の見地 か らとは雖 も

特殊扱ひす る事は大 い に考慮を要す る問題であ り、 夊科學 日本の躍 進を阻害す るが郊 き事は我 々 大

襟度の 枝術者夊は從來の 日本酒業者 も捉 らざる 所 である 。

　然 らば、 上述の如き犯罪 を防止す るに今 日の税法 を改 1Eせ すして行はん とす るならば 、

　　　　先づ小賣業者の 菟許制度を設定 し 、 而 して混成 日本酒は特定の販賣者に限 り販賣せ しめ る

　　　　の で あ る 。 乃ち從來の 清酒を取扱ふ 酒類販賣店には絶體に混成酒の販費 を取 り扱 は しめす

　　　　夊混成酒販費店では從來の清酒を販賣せ しめ ざる方法を取 るよ り外致 し方 あ るまい。

　　　　以 上は勿論法律を以 て 區別せ しめ る の で あ る 。

　斯 くの如 くして人造 日本酒が在來清酒 に優つ て肚會人の嗜好 1こ適す るな らば 、 これ叉 止むを得 な

いでは な い か 、 在來清酒業者は潔 く轉業すれ ば良 い 。

　然 しなが ら斯 くて は 、 國家の 税收 入が減少す る事は必然で 、國家 として は ， 混成 白本酒の増税を

斷行 せ ざる べ か らざる事に な り、 夂米價調節 に も多少影響を來す事に相成るや も知れな い 。

　こ 玉 に 於 て筆者は 、 百尺竿頭税法の根木的改正 を行ひ混成酒 と在來清酒 と秕の區別撤去 を圭唱す

る ものであ る。

　在來清酒 も品評會酒 に付 て論ぜ られて居 る如 く 、 現在品評會の適切なる効果 として盛 んに加工 が

流行 して 居る と云 ふ 事であ る か ら、清酒 自體が正 に混成酒化 しつ N あ るの で ある 。

　混成酒 も亦在來清酒に盛んに混成 されて 居 るの で盒 々 在來清酒化 して 居る現況で 、 現 在の 日本酒

の嗜好 は 、 混成酒 と日本酒 と混 合されtc程度の ものが適當 して居るの で なか ら うか と愚考する。

　時代に適 した税 法の改正 こそ必要で な くて は な らない 。

　税法の改正 を如何にす べ きか は 、 例の鹿51L氏の原 エ キ ス 法に依 るが尤 も適正 と信す る。

　而 して從來の清酒の 如き醸造法 に依 る もの は、酒精以外は或は葡萄糖或 は エ ツ セ ン Z 、或は グ リ

セ リ ン 或 は酸類等醪 中に於ては 、 或は 査定前に於て は苟 しくも入體に害なき限 りは加工 を公然 と認

め之 が原 エ キ ス を探出 して 更に 垂 歩合 を乘 じて酒造税 を決定せ しめ る ので ある 。

　又混成 日本酒は 酒精 と他 の加 工藥品 を以 て製造せ しめ 、

一切米 を使用す る事を嚴禁 して之夂原 エ

キ ス 課税 を清酒 と同比率を以 て な さん とす る もの で あ る 。

　味淋は從來 と同樣 に して 之又原 エ キ課税を行ふ 。

　斯 くす る とき從來の清酒 、 人造清酒 、 味淋 式清酒は製造方法 こそ異れ 何れ も清酒 であ る故、販賣

店に於て 之 を混和する も差支 へ な く、製造業者が販賣に先だ つ て 混和す る も差支 へ なき事にせ ん と

する提案で ある 。

　斯 くす る 博 は從來の 日本酒は實に混成酒の脅威を感する事 な く 、 混成酒 と；IE來 日本酒 との間に は
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公卒 なる課税が出來 、 且つ 火藏省に 於て喧 し く云 ふ 割水 目的の濃醇酒の取締 りも立ち處 に解淌 し税

の收入 も 2割方 膾收 に な る事は 自明の理 で 、 從來の如き犯 罪 者 もな くな り一舉 兩得で は ある まい

か o

　市場の取引 も今後 は原 エ キ ス を參考に して取 引を行ふ 樣に なれ ば、沸化 水素の如き危險物 もな く

な り、 國民衛生上 か らも大い に獎勵 して 可なる事で 、 斯 くして こそ初 め て 工 業酒造 も躍進 し得 る で

は な い か 、斯 くな る 時 には喧 し い 品評會の加工 問題 も差支 へ な くな りは す まい か 、尤 も徹底せ る品

評會改善案で もあ り得 る と信す る もの で 、 大方諸賢の 御賛成を仰 ぐ次第で ある Q

6．酒界の 自力更生

　 更に筆者は酒界の 自力更 生を主唱 したい 。

　本年酒造組合法 も改正 に成 り、其の權限が搬大 された の で あ るが 、 實際現在に 於て 獪且 つ 腐造救

濟を 目的 として 生れ た監督局 の技術官に厄介に なつ て居る時代で は ない 。

　筆者は業界 は 業界入の力での モ ツ トーの許に 、 世界的躍邂せ ん事を豊ん で歇 まな い Q

　上述の郊 き課税法が實施 され 、 加工 を も認め しめ る課税法の改正が我 々 の 力で必す出來得 る と信

す る か ら、斯 くな る か らに は 我 々 は 大 い に我 々 の 技術を振 つ て躍進 日本酒の時代を現 出 しよ うでは

ない か 。 上蓮の課税法が實施 され る と政府は恐 らく酒造税の 自然膾收 を來ナこ す事が必定で ある。

　又賣買双潤 である、悠や 久や 利是れ よ り大 な るは 無 しで ある 。 原 エ キ ス 20度位の酒を少 し位酒造

税を ゴ マ カ シ て賣つ て見 ナこ所 で犬 した事は ない 。 宜 し く肚會入 に＊ ドコ シ て 而 して 利 を報酬を得る

事が必要 であ る。 良き品を販賞 して 衛 生 と嗜好 とを1吐會人に惠み 、 酒造業の使命を完ふ しょ うでは

な い か 。

　筆者の豫想で は 上述の如 く税 法が改正 に なる な らば政府は立 ち處に 2割方の膾石 にな る か ら3，200

萬廁の壇收 にな る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
’

　與 へ て取 る事は差支 へ な い か ら 、 酒遒業者は從來の交附金 10石 1 圓を 5 圓に檜額せ しめ ．約500

萬石 と して250萬圓の交 附金 を取 得せ ん とす るのであ る。

　250萬圓の 金 があれば醸造試驗所 も拂ひ下けて もらつ て 、 夊監督厨の鑑定部も廢止せ しめ、 これ

を民間に於 て 乃ち中央會あナニ りで 經營 し、 酒造業の 工 業化 を 計らん とす る もの で 、 政府 も民 間も兩

得 と云 ふ もの で ある 。

　乃ち筆者は上逑の 如き方法に依 つ て 、 我 々 は我 で 自力更生 工業技術の發揮を期 し、酒造業の 世界

的躍 進 と國家の税の忠實 な る支拂者 として 、 忠實な 國民 として この 非常時 1」本に處 して行 きtcい と

考 へ る もの で ある 。

　論 旨極 めて 不徹底では あ るが概要 を記 して 大方先輩諸員の 叱正 を期 す る もの で ある。 （4月20日）
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